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～
環
境
衛
生
係
か
ら
「
ご
み
の
分
け
方
・
出

し
方
」
に
つ
い
て
、
よ
く
あ
る
質
問
に
つ
い

て
お
答
え
し
ま
す
。
～

質
問
１　
引
っ
越
し
に
よ
り
ご
み
が
大
量

に
出
ま
し
た
。
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出

し
て
良
い
で
し
ょ
う
か
。

《
シ
リ
ー
ズ
》

　
　
　
ご
み
の
出
し
方
Ｑ
＆
Ａ

問
住
民
生
活
課
環
境
衛
生
係

回
答
１　
引
っ
越
し
ご
み
に
限
ら
ず
大
量

の
ご
み
を
処
分
す
る
と
き
は
、
直
接
ご
み

処
理
施
設
へ
搬
入
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
地
域
住
民

で
共
有
し
て
使
用
す
る
も
の
で
す
。

　
そ
の
た
め
、
引
っ
越
し
な
ど
で
発
生
し

た
大
量
の
ご
み
を
出
し
て
し
ま
う
と
、
ほ

か
の
住
民
が
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用

で
き
な
く
な
る
ほ
か
、
ご
み
収
集
車
に
収

集
ル
ー
ト
の
ご
み
が
載
せ
き
れ
な
い
な

ど
、
日
常
の
ご
み
収
集
に
大
き
な
支
障
を

き
た
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力

願
い
ま
す
。

【
旧
焼
却
処
理
場
】9
時
～
16
時（
土・日・

年
末
年
始
を
除
く
）

受
入
品
目　
生
ご
み
、
び
ん
、
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
、
空
き

缶
、
紙
類
、
廃
木
材
、
鉄
く
ず

【
最
終
処
理
場
】9
時
～
15
時
30
分（
土・

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

受
入
品
目　
燃
や
せ
る
ご
み
、
燃
や
せ

な
い
ご
み

質
問
2　
ご
み
処
理
施
設
へ
の
搬
入
方
法

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

回
答
2　
道
道
美
深
雄
武
線
の
道
沿
い

に
旧
焼
却
処
理
場
、
そ
の
先
に
最
終
処

分
場
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
に
直

接
搬
入
が
可
能
で
す
。
各
ご
み
処
理
施

国
道
２
３
８
号

道
道
１
３
７
号

道道４９号

旧焼却
処分場

最終
処分場

設
の
受
け
入
れ
品
目
は
次
の
と
お
り
と

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
適
正
に
分
別
の

う
え
、
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。
搬
入
の

際
は
各
施
設
の
従
業
員
の
指
示
に
従
っ

て
く
だ
さ
い
。
指
定
袋
に
入
れ
て
い
な

い
搬
入
ご
み
は
10
㎏
当
た
り
80
円
の
処

理
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
粗
大
ご
み
も
材
質
に
応
じ
て
、

該
当
す
る
受
け
入
れ
品
目
の
処
理
施
設
へ

直
接
搬
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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引
っ
越
し
時
の
届
け
出
に
つ
い
て

春
は
転
勤
や
進
学
、
就
職
な
ど
引
っ
越

し
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
引
っ
越
し
を
し
た

と
き
は
、
忘
れ
ず
に
役
場
窓
口
で
住
所
異

動
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口
が
込
み
合
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
、

手
続
き
す
る
ま
で
に
お
時
間
を
い
た
だ
き

ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
人
は
、
窓
口
に
来
庁
し
な
く
て

も
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
転
出
届
、
来
庁
予
定
の
手
続
き
が
で

き
ま
す
（
交
付
時
に
設
定
し
た
暗
証
番

号
が
必
要
で
す
）。

【 

転
入
届
（
町
外 　

 

雄
武
町
） 

】

・
届
出
期
間　
転
入
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

・
必
要
な
も
の　
転
出
証
明
書
（
前
住

所
地
で
発
行
さ
れ
た
も
の
）、
届
出

人
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

保
険
証
な
ど
）、
お
持
ち
の
人
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド

・届
出
人　
本
人
、
同
一
世
帯
に
な
る
人
。

そ
れ
以
外
の
代
理
人
が
届
け
出
す
る
場

合
は
、
ご
本
人
か
ら
の
委
任
状
と
代
理

人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

【 

転
出
届
（
雄
武
町 　

 

町
外
） 

】

・
届
出
期
間　
転
出
す
る
日
よ
り
前
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
を

せ
ず
に
引
っ
越
し
を
し
た
場
合
、
郵

送
で
の
届
け
出
も
可
能
で
す
の
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
必
要
な
も
の　
届
出
人
の
本
人
確
認
書

類
（
運
転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）。

※
転
出
先
の
住
所
が
分
か
る
よ
う
に
し
て

き
て
く
だ
さ
い
。

・
届
出
人　
本
人
、
届
け
出
時
点
で
同

一
世
帯
の
人
。
そ
れ
以
外
の
代
理
人

が
届
け
出
す
る
場
合
は
、
ご
本
人
か

ら
の
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認

書
類
が
必
要
で
す
。

【 

転
居
届
（
雄
武
町
内
で
の
引
っ
越
し
）】 

・
届
出
期
間　
転
居
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

・
必
要
な
も
の　
届
出
人
の
本
人
確
認
書

類
（
運
転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）

・
届
出
人　
本
人
ま
た
は
届
け
出
時
点
で

同
一
世
帯
の
人
。
そ
れ
以
外
の
代
理
人

が
届
け
出
す
る
場
合
は
、
ご
本
人
か

ら
の
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認

書
類
が
必
要
で
す
。

届
け
出
期
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
場
合

　
異
動
日
か
ら
14
日
経
過
後
で
も
必
ず
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
住
民

基
本
台
帳
法
第
52
条
第
２
項
に
基
づ
き
、

簡
易
裁
判
所
か
ら
５
万
円
以
下
の
過
料
を

請
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

　
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
通
知
書
は
、

道
税
事
務
所
か
ら
毎
年
４
月
１
日
時
点

で
車
検
証
に
登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
へ
、

５
月
上
旬
頃
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
場
合
は
お
近
く
の
運
輸
支
局
で

手
続
き
を
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
引
っ
越
し
な
ど
で
住
所
が
変
更
と
な
っ

た
（
変
更
登
録
）

・
自
動
車
を
売
買
し
た
（
移
転
登
録
）

・
自
動
車
を
使
わ
な
く
な
っ
た
（
抹
消

登
録
）

　

諸
事
情
に
よ
り
、
す
ぐ
に
変
更
登
録
な

ど
が
で
き
な
い
場
合
、
北
海
道
財
政
局
税

務
課
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
か
ら
納
税
通
知
書

の
送
付
先
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

北
海
道
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
自
動
車
税
種
別
割

住
所
変
更
手
続
‐
総
務
部
財
政
局
税
務
課
』

https://w
w

w
.pref.hokkaido.

lg.jp/sm
/zim

/address/index.htm
l

※
な
お
、
こ
の
住
所
変
更
は
、
令
和
７
年

度
の
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
通
知
書

を
変
更
後
の
住
所
へ
送
付
す
る
た
め
の

処
置
で
あ
り
、
令
和
８
年
度
以
降
は
車

検
証
の
登
録
住
所
へ
納
税
通
知
書
が
送

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

た
め
、
運
輸
支
局
で
の

住
所
変
更
登
録
は
別
途

必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

☎
０
１
１
‐
７
４
６
‐
１
１
９
0

自
動
車
税
種
別
割
の
住
所
変
更
に
つ
い
て

　
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
で
は
、
３
月

を
「
滞
納
整
理
強
化
月
間
」
と
し
て
す
べ

て
の
道
税
の
滞
納
を
整
理
す
る
た
め
、
こ

れ
ま
で
よ
り
も
強
く
差
押
な
ど
の
滞
納
処

分
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
だ
、
納
税
が
お
済
み
で
な
い
人
は

大
至
急
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。
納
め
な

い
場
合
に
は
、
給
与
や
預
貯
金
、
生
命

保
険
な
ど
の
『
財
産
差
押
え
』、
ま
た
は

自
宅
や
事
務
所
の
捜
索
を
行
い
、
Ｔ
Ｖ
・

ゲ
ー
ム
・
Ｐ
Ｃ
・
貴
金
属
・
自
動
車
・

軽
自
動
車
の
『
動
産
差
押
え
』
を
執
行

し
ま
す
。

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
紋
別
道
税
事

務
所
納
税
係

☎
０
１
５
８
‐
２
４
‐
２
６
２
６

３
月
は
道
税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間

そ
の
他

き
の
こ
菌
の
予
約
受
付
に
つ
い
て

相
続
登
記
に
つ
い
て

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
、
石
綿
に
よ
る

疾
病
の
労
災
補
償
・
救
済
に
つ
い
て

　
雄
武
町
森
林
組
合
で
は
「
き
の
こ
菌
」

の
予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症
し
、
そ
れ

が
労
働
者
と
し
て
石
綿
ば
く
露
作
業
に
従
事

し
て
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に

基
づ
く
各
種
保
険
給
付
や
石
綿
に
よ
る
健
康

被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別

遺
族
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿
を
吸
っ
て

か
ら
非
常
に
長
い
年
月
を
経
て
発
症
す
る

こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

　
中
皮
腫
な
ど
で
亡
く
な
っ
た
人
が
過
去

に
石
綿
業
務
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に

は
、
労
災
保
険
給
付
な
ど
の
支
給
対
象
に

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
名
寄
労

種
類

・
駒
菌
１
瓶
（
５
百
駒
入
り
）

・
種
菌
１
瓶
（
1
千
㏄
入
り
）

　
い
ず
れ
も
シ
イ
タ
ケ
・
ナ
メ
コ
・
ヒ
ラ

タ
ケ
・
タ
モ
ギ
タ
ケ
の
４
種
類

※ 

原
木
は
、
き
の
こ
菌
１
瓶
で
90
㎝
の
原
木

16
本
ほ
ど
必
要
で
す
。
原
木
の
数
量
が
少

な
い
た
め
早
め
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

植
菌
用
ド
リ
ル
は
貸
し
出
し
ま
す
。

申
込
先　
雄
武
町
森
林
組
合（
新
日
の
出
町
）

受
付
期
間　
３
月
28
日
㈮
ま
で

問
雄
武
町
森
林
組
合

☎
０
１
５
８
‐
８
４
‐
２
０
３
６

日
本
で
は
、
登
記
簿
を
見
て
も
所
有
者

が
分
か
ら
な
い
「
所
有
者
不
明
土
地
」
が

増
加
し
、
適
切
な
管
理
が
さ
れ
ず
周
辺
の

環
境
悪
化
や
公
共
工
事
の
阻
害
な
ど
の
社

会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相
続
登
記
の
申

請
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

相
続
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年

以
内
に
登
記
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
義
務

化
前
に
相
続
し
た
不
動
産
も
義
務
化
の
対

象
と
な
り
、
令
和
９
年
３
月
末
日
ま
で
に

相
続
登
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
相
続
登
記
を

し
な
い
場
合
、
10
万
円
以
下
の
過
料
が
科

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

相
続
や
遺
産
分
割
の
話
し
合
い
で
不
動

産
を
相
続
し
た
と
き
は
、
必
ず
相
続
登
記

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
旭
川
地
方
法
務
局
紋
別
市
局

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
５
２
１

働
基
準
監
督
署
ま
た
は
北
海
道
労
働
局
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
名
寄
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
１
６
５
‐
４
２
‐
３
１
８
６

問
北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部
労
災
補
償
課

☎
０
１
１
‐
７
１
６
‐
２
０
８
０
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転出
届 転入届


